
陸上移動局

簡易無線局

構内無線局

発射する電波が
著しく微弱な
無線局

市民ラジオの
無線局

空中線電力が
１０ｍW以下の
無線局

無
線
局

免
許
を
要
す
る
無
線
局

免
許
を
要
し
な
い
無
線
局

３ｍで５００μＶ／ｍ以下

微弱な電波を使用する
コードレス電話の無線設備

５００ｍで２００μＶ／ｍ
以下ラジコン用

測定用小型発信器

コードレス電話の無線局

特定小電力無線局

小電力セキュリティ
システムの無線局

小電力データ通信システム
／

ワイヤレスＬＡＮシステム

デジタルコードレス電話の
無線局

簡易型携帯電話の陸上移動
局（PHS)

有料道路自動料金収受
システムの無線局

ワイヤレスカード
システムの無線局

小電力データ通信システム
（HiSWANa)

小電力データ通信システム
（ＣＳＭＡ）

第二世代小電力データ通信
システム／ワイヤレスLAN

システム

小電力データ通信システム
（ワイヤレス1394システ

ム）

空中電力１ｍW以下の陸上
無線局（作業連絡用

特定ラジオマイクの陸上
移動局

小エリア無線通信システムの
無線設備

1,200MHz帯データ伝送用

移動体識別用

19GHz帯データ伝送用

テレメータ用コントロール用
及びデータ伝送用

医療用テレメータ用

ラジオマイク用

無線呼出用

無線電話用

移動体識別用

ミリ波レーダ用

補聴援助用ラジオマイク用

音声アシスト用無線電話用

ミリ波画像伝送用

移動体検地センサー用

ミリ波データ伝送用

（STD-31)

（STD-２２)

（STD-４４)

（STD-０５)

（STD-０１)

（STD-３４）

（STD-T67）

（STD-21）

（STD-15）

（STD-19）

（STD-20）

（STD-29）

（STD-T48）

（STD-T54）

（STD-T68）

（STD-T69）

（STD-T73）

（STD-T74）

(施行6-1-1)

(施行6-1-1)

(施行6-1-2)

(施行6-1-3)

(施行6-4-1)

(施行6-4-2)

(施行6-4-3)

(施行6-4-4)

(施行6-4-5)

(施行6-4-6)

(施行6-4-7)

(施行6-4-8)

(施行6-4-4)

(施行6-4-4)

(施行6-4-4)

(施行6-4-4) （STD-T72）

（STD-T71）

（STD-T70）

（STD-T66）

（STD-T60）

（STD-T55）

（STD-28）

（STD-28）

（STD-T33）

（STD-T30）

(設備規則第49条の14)

（STD-T13）

（STD-14）

(2.4GHｚ帯無線LAN）

（PHS)

(５GHz帯無線LAN)

注：構内無線局のうち、特定小電
力無線局と技術的条件に差異がな
い４００MHz帯のテレメータ用、
テレコントロール用、データ伝送
用及び構内ページング用の無線設
備については、小電力無線局のカ
テゴリーに統合し、免許不要と
なった。

(電波法第14条）

(電波法第4条但書）

(設備規則第54条）

(設備規則第58条、58条2の2）

（施行規則第14条）

(設備規則第４９条の１６）

（告示・昭和61年第378号）

(電波法第4条第1号）

（施行規則第6条第1項）

(電波法第4条第2号）

(電波法第4条第3号）

（施行規則第6条第3項）

（施行規則第6条第4項）

（施行規則第4条第1項第26号、設備規則第49条の9）

周波数ホッピング方式を用い
る移動体識別用

（STD-T81）

狭域通信システム
の無線局

（STD-T75）


